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まちづくり支援団体登録シート（閲覧用）① 

フ リ ガ ナ ヨコハマシジュウタクキョウキュウコウシャ 

団 体 名 横浜市住宅供給公社 

代 表 者 氏

名 
理事長 小林 一美 

支援分野（注１） 支援分野の内容 

ルール又は 

プランづくり等 
〇 

地域まちづくりプラン  地域まちづくりルール 

地区計画  建築協定  景観計画  景観協定 

まち普請事業 

その他地域のまちづくりに関する計画 

市街地開発事業

等 
〇 土地区画整理事業    市街地再開発事業 

防災まちづくり

等 
〇 

横浜市の制度を活用した地震火災対策  防災マップの作成・活用 

多世代向け防災イベントの企画・運営  密集市街地の改善 

その他 

得意とする分野 
〇 

地域福祉（高齢者・障がい者・子育て支援等）  防犯 

水・緑・環境  歴史・文化・アート 

空き家・空き地の利活用  商店街活性化  狭あい道路整備 

耐震改修  共同建替  コミュニティの再生 

地域の活動拠点運営  地域公共交通  ICT・WEBの活用 

その他（                     ） 

※得意とする支援の内容を囲んでください（複数回答可）。該当するものが無い場合は、その他の欄に記入してください。 
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支援分野の内容・ 

支援可能なテーマ 
地区名 時期 

支援内容等 

※ 支援の成果も含め、できるだけ

具体的にお書きください。 

第 1 種市街地再開

発事業 

① 杉田駅東口地区 

② 野毛 3 丁目北地区 

③ 上大岡Ｂ地区 

④ 新杉田駅前地区 

⑤ 長津田駅北口地区 

⑥ 大船駅北第二地区 

⑦ 綱島駅東口駅前地区 

・ Ｓ62～Ｈ5 

・ Ｈ9～Ｈ13 

・ Ｈ10～Ｈ15 

・ Ｈ11～Ｈ16 

・ Ｈ20～Ｈ24 

・ Ｈ25～Ｒ５ 

・ Ｈ26～ 

参加組合員・事務受託 

施行者 

参加組合員 

参加組合員・事務受託 

施行者 

事務局支援 

事業アドバイザー 

優良建築物等整備

事業 

① 三吉演芸場地区 

② 白妙町 4 丁目 地区 

③ 東神奈川駅前地区 

④ 花咲町１丁目地区 

⑤ ﾖｺﾊﾏﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞ地区Ｃ Ｃ-3 

・ Ｈ7～Ｈ9 

・ Ｈ8～Ｈ12 

・ Ｈ10～Ｈ15 

・ Ｈ17～Ｈ20 

・ Ｈ17～Ｈ21 

施行者 

施行者 

施行者 

施行者 

施行者 

土地区画整理事業 

① 野庭 

② 台村・寺山 

③ 新橋順礼坂 

④ 金沢八景駅東口 

・Ｓ47～Ｓ52 

・Ｈ1～Ｈ10 

・Ｈ11～H14 

・H 20 

施行者 

施行者 

事業者・施行者 

コンサルタント業務 
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その他事業 

① 野庭団地センター店舗併用住宅耐震補強工事 

② 青葉消防署青葉台消防出張所（仮称）複合施設整備 

事業コーディネート業務 

③ 保有土地事業化アドバイザリー業務 

④ 横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業 

⑤ 鶴見小野駅周辺地区密集市街地改善検討業務 

⑥ 戸塚駅中央地区共同化事業 

⑦ 地域課題解決に向けた持続可能な住宅地ﾓﾃﾞﾙ事業 

⑧ 持続可能な住宅地モデル事業(緑区十日市場町) 

⑨ 暮らし再生プロジェクト(団地再生支援業務) 

⑩ 横浜金沢ｼｰｻｲﾄﾞｴﾘｱマネジメント協議会事務局活動 

⑪ ヨコハマ市民まち普請事業 

⑫ 保土ケ谷駅東口駅前地区プロジェクト  

⑬ まちの不燃化推進事業 

・Ｈ12～Ｈ12 

・Ｈ20～Ｈ21 

 

・Ｈ18～Ｈ22 

・Ｈ22～Ｈ24 

・Ｈ24～Ｈ25 

・Ｈ26～Ｈ29 

・Ｈ24～Ｈ３０ 

・Ｈ25～Ｈ31 

・Ｈ26～ 

・Ｈ31～ 

・Ｈ31～ 

・Ｒ5～ 

・Ｒ6～ 

事業者 

コーディネート業務 

 

業務受託 

事業者 

業務受託 

施行者 

事業者 

業務受託 

事務局・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 

事務局 

業務受託 

事業者 

業務受託 

 
   

 
   

 
 

 
 



まちづくりに関する PR 

 

住まい・まちづくりのプロフェッショナルとして、市民・地域に貢献します。 

 

 

 

●マンション ・ 団 地 再 生 支 援  

み ん な の キ モ チ を カ タ チ に す る 「 暮 ら し 再 生 プ ロ ジ ェ ク ト 」  

横浜市住宅供給公社では、横浜に暮らす方々のよりよい暮らし、より明るい未来を実現するため、「スマイの再

生」「キズナの再生」「キボウの再生」の 3 本柱で「暮らし再生プロジェクト」に取り組んでいます。団地やマンション

を再生するだけではなく、住まう方同士の関わりや絆を大切にし、地域コミュニティの活性化と発展を図ること

で、みなさまの暮らしをよりよくしていこうとするものです。そこに住まわれている方々の気持ちや地域の特性を

考慮し、地域全体の「みんなの暮らし」を見据えていくことが大切だと考えます。そのため、私たちからの一方的な

計画推進ではなく、みなさまに主体となっていただき、ご意見やご要望を尊重しながらプロジェクトを進めていこ

うと考えています。 

スマイの再生 SUMAI 

スマイの再生とは、住まいに関する様々な課題を、住民の皆様と私たちが一緒になって解決策の検討や相談、

そして実行していくことです。建物を単純にキレイにするだけではなく、皆様の日々の暮らしがより良くなるよう

に、「安心」、「安全」、「バリアフリー」、 「介護」、「子育て」、「エコ」…さまざまな観点から、みんなのキモチをカタチ

にする、素敵な「スマイの再生」のお手伝いを行っていきます。 

キズナの再生 KIZUNA 

少子高齢化は加速する一方で、老朽化した高経年マンションからは若年層が転出し地域活力が低下。また地域

毎に課題は多様化し、自治会の担い手不足、商店の撤退、高齢者の孤独死、コミュニティの希薄化など問題は多岐

に渡ります。私たちは豊かなコミュニティの形成をお手伝いし、地域の活性化、見守り機能としてのコミュニティの

育成、人と人との繋がりが感じられる素敵なキズナの再生を皆様と一緒に目指します。 

キボウの再生 KIBOU 

少子高齢化が進み、防災・減災・環境／エネルギーへの配慮が問われる今日、私たちはこれからの生活をより良

くしていくためのターニングポイントに立たされています。10 年先の安心、20 年先の環境、30 年先の横浜を考

えていかなければなりません。ずっと住み続けたいと想うまち「横浜」。他の街の人々に住みたいと想われるまち

「横浜」。そんな豊かな未来へのキボウを、私たちは思い描いてゆきます。 

 



 
 

～マンション・団地総合管理運営から修繕支援、建替えまで、総合的に支援中～ 

 
 

 



●密 集 住 宅 防 災 まちづくり （ 等 価 交 換 事 業 等 ）  

老朽化・狭あい化した建物が密集する地域において、防災性・防犯性の向上を目的に地元地権者の方々と安

心・安全なまちづくりを検討します。 

その事業化検討を行政と連携した再開発事業（補助金事業）等、さまざまな事業形態を検討し、生活再建もふまえ

た上で、事業提案します。 

また、複数の地権者と協働し、敷地を集約することにより、不動産に付加価値が付き、本来の持つ力以上のパフォ

ーマンスを発揮することができます。 

 

検討 ～事業採算性を検証～ 

現在の資産がどのように資産活用できるか検証します。 

   ・状況調査、分析（土地・周辺環境調査） 

   ・皆様の要望等を含めながら施設概要、事業提案 

   ・従前資産の評価、補償費の算出 

   ・資金計画の策定 

   ・事業計画の作成、事業性の検証 

 

合意 ～事業区域の地権者合意を実施～ 

皆様のご意見を聞きながら、事業方針を決定します。 

・協議等の運営、補助 

   ・勉強会の開催 

   ・基本協定書の取得 

   ・事業協力者の選定等 

 

 
 

 

 

 

 

 



●開 発 型 のまちづくりからマネジメントするまちづくりへ  

市民、事業者（民間企業等）からの相談を受けて、周辺環境、状況調査、街づくり全体としてのニーズ分析より、

事業プランニングを実施します。 

また、敷地概要から法規チェック等を行い、建物の高さや規模を設定し、事業者の意向を取り入れた住空間を提

案します。そして、資金計画を算出し、事業採算性を検証して事業計画を策定します。 

事業実施に伴い、各関係者との調整、設計・工事施工者の選定や事業全体のコーディネートを実施します。工事に

際しては、監理・監督・検査等を行い、住宅等については、入居者の募集・販売を行い、引渡しを実施します。その

後、建物に応じた管理支援を行い、建物のアフターサービスまでお手伝いします。 
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